
え方医師家4氏
平成8年9月号

No. Z87 

「まちづくりJ の塔

光市医師会



2 

光 市医師会報 1996 

（光市と光市医師会の結んだ協定書）

災害時の救護活動に関する協定書
光市（以下「甲Jという。）と社団法人

光市医師会（以下「乙Jという。）は、災

害発生時における救護活動について、次の

とおり協定を締結する。

（趣旨）

第1条 この協定は、光市地域防災計画に

基づき、甲が実施する医療救護活動に対

する乙の協力に関し、必要な事項を定め

る。

（救護活動の要請及び実施）

第2条 甲は、災害発生時において医療救

護活動を実施する必要が生じた場合、乙

に対し同医師会会員及び医療従事者の救

護活動の要請を行うものとする。

2 乙は、前項の要請を受けた場合、直ち

に第3条に規定する救護所に医療救護現

を派遣し、医療救護活動を実施するもの

とする。

（救護所）

第3条 甲は、災害の状況により乙と協議

の上、必要に応じ避難施設等に救護所を

設置するものとする。

2 甲は、前項に定めるもののほか、災害

の状況により必要と認める場合は、乙の

会員の協力を得て、発災地周辺の医療施

設に救護所を設置することができる。

（医療救護班の編成J

第4条第2条に規定する医療救護班は、

原則として医師、看護婦及び補助者で笥

域する。

2 理長は医師とする。

3 班長は、必要により甲の消防救急隊員、

保健婦等の応援を求めることができる。

（医療救護班の業務1

第5条医療救護班の業務は、次のとおり

とする。

(1) 傷病者に対する応急措置

(2）傷病者の選別

(3）後方医療施設転送に係る指示

(4）死亡の確認

(5）その他救護所における医療活動につ

いて必要な事項

（指揮命令）

第6条医療救護班に係る指揮命令は、乙

が行うものとする。

（連絡調整

第？条匡療救護活動に係る連絡調整は、

甲、乙双方緊密な連携のもとに行わなけ

ればならない。

（輸送）

第8条医療救護班は、原則として突通機

関又は乙の所有する車両等により救護所

に赴くものとする。但し、災害の状況等

によりこれにより難い場合は、甲の調達

する車両等で赴くものとする。

2 傷病者の後方医療施設への移送は、申

が行うものとする。

（医薬品等，

第9条医療救護活動に必要な医薬品、医

療材料等は、原則として乙が携行又は調

達する。

2 救護所での必要な物資の調達は、甲が

行うものとする。

（医療費）
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第10条救護所における医療費は無料とす 第15芙甲か要請した医療救護活動におい

る。 て、医事紛争が生じた場合は、回、乙協

2 後方医療施設における医療費は、患者 譲のうえ適切な措置を講ずるものとする。

負担とする。 t災害救護法との関係J

（防災訓練〉 第16条災害救護法 （昭和22年法律第 118

第11条 乙は、甲から要請があった場合は、 号）による指定を受けた場合は、本協定

申が実施する防災訓練に参加するものと は指定日から災害救助法の定めるところ

する。

（医療救護活動の報告）

第12条乙は、医療救護班ごとに救護日報

を整備するとともに、医療救護活動終了

後、速やかに甲に報告するものとする。

（費用負担）

による。

（有効期間）

第17条 この協定の有効期間は、平成8年

7月1日から平成9年6月30日までとす

る。但し、協定期間が満了する日の1ヶ

月前までに、甲乙双方から改定の意思表

第13条乙の医療救護活動に要する次の経 示のないときは、この期間は更に1年間

費は甲が負担する。 延長するものとし、以後の期間について

(1) 医療救護班の派遣に伴う経費 も同様とする。

ア 医療救護班の派遣に要する費用 （実施細目）

イ医療救護班が携行叉は調達し、医 第18条この協定を実施するために必要な

療救護活動のために使用した医薬品、 事項については、別に定める。

医療材料等の費用 （協議）

ウ 医療救護班が携行した医療材料等

が滅失した場合の費用

工医療救護班が交通機関を利用した

場合の費用

(2）第3条第2項の定めにより、医療施

設に救護所を設置した場合において、

医療救護活動により医療施設等に損傷

が生じた場合の修繕費

（災害補償）

第14条 申は、医療救護理が医療救護活動

中、又は救護所等までの往復途上におい

て被災した場合は、 「議会の議員その他

非常勤の臓員の公務災害補償等に関する

条例」に準じて補償を行うものとする。

（医事紛争の処理）

第19条 この協定に定めのない事項、又は

この協定について疑義の生じた事項につ

いては、甲、乙双方協議して定めるもの

とする。

この協定締結の証として、本書2通を作

成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各そ

の1通を保有する。

平成8年？月 1日

甲 光市

光市長 末岡泰義

乙 社会法人光市医師会

会長近藤龍
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防災 体 験 ツ ア ー に 同行して

8月18日、お盆直後のためか参加者は、

芳しくなかったが殆どの理事さんに参加し

ていただき、体験ツアーが実施出来た。下

調べの段階では、このような施設は福岡と

広島にしかなく、福岡の方が設備がよいと

いうことで、福岡に決めた次第である。

広島の施設では、コースも色々ありお泊

りコースだと夜中に突然、 「火事だ／地震

だ／」で起こされるとか…。これはやめに

して、まずは初めてなので福岡の初心者コ

ースを選ばせていただいた。

ゆったりとしたパスで、 10時半に到着し

た。撞岡ドームのすぐ近くにあり、途中オ

リックス・ダイエーのデーゲームの混雑を

横目でみながら、防災センター入りとなっ

た。ここではメニューとして、

1)災害のこわさ 21強風豪雨のこわさ ③ 

とっさの~~の消し方 心火災と原因⑤震

度数における地震のこわさ ⑤人工呼吸や

応急手当ての仕方 小防災のしくみ③避

難の仕方 S）消防用設備の紹介など、いろ

いろな災害知識が学べるようになっている。

今回一番興味のあった地震の体感実習では、

震度5と震度？を格輸することが出来た。

スイッチが入るぞ入るぞと患っているので

震度5は、なんとか机をもって椅子に座っ

てられたが、？になると思わず何かしなく

てはと患い、ある人は机の下にゴソゴソと

もぐり込むし‘ある人は立ち上がって不安

でまた座って机にしがみつく等、大変な揺

れ方であった。係の人に置くと、これは横

キ毎 回 馨

揺れの装置なので、まだましとのこと。こ

れが寝込みを襲ってしかも直下型で、もの

は降る、倒れる、落ちてくる、つぶれる、

割れる等、ちょっと想像すら出来ない。消

火実習は大画面に火の手が上がる装置があ

り、消火器から液体が適切にかかると、火

力T消える仕組みになっていた。我々は3ll症

に分かれて消火したが、 1班と2lHは、 一

旦消火後叉出火、消えずだった。最後の前

田先生組は、見事消火成功であった。

今回の実習の中でも一番京気瞭だったの

は、 f短の部屋からの脱出jで煙が充満し

すぐに停電となり、ところどころのうす暗

い避難誘導灯を頼りに6っか？っの部屋を

通りぬけるというものだった。各部屋にド

アが2っか3つあり、その 1つが出口へ行

けるドアである。本当の煙ではなく無害の

煙であるが、大変不安で患苦しかった。ど

の訓練も終るごとに、模擬でよかったとホ

ッとした。

午前中を防災センターで過ごし、昼食を

キャナルシティでとり、帰路についた。

災いはいつ来るかわからないので、皆様も

この様な体験は時々されることをおすすめ

したい。ぞれこそ福岡！！＝！＂晴

ドームの野球観戦のつ

いでにお寄りになって

は如何？
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防災体験ツアースナップ

福岡市民防災センター

弘法
強震の体験（震度7) 強風の体験

防火の体験 煙の体験
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役員協議会報告

「郡市医師会医療情報システム担当理事協議会に出席して」

医療情報システム担当光武達夫

平成8年8月29日都市医療情報システム

担当理事協議会が県医師会館において開催

されましたので報告します。

現今日本国内においてもインターネ、ソト

をはじめとした情報伝達と収集手段の発達

には目を見張るものがありますが、医師会

としても従来のFA X通信、救急医療情報

花粉情報に加えて、このインターネットに

よる医療情報システムの完備に対する積極

的取り組みが必要になりはしないかという

ことである。そもそもインターネットが開

光を浴びるようになったのは？年の阪神大

地震の際にこれが大いに役立ったというこ

とに端を発する。だから医師会としても今

後どのようにインターネ、ソトを構築して有

効利用していくかが課題となっている。更

に救急医療情報とFA X通信を今後どのよ

うに見なおしていくか、花粉情報に関して

もその精度をあげるためにはどうした方が

よいのか、等々について協議された。

〈医療情報システムネットワークについて〉

インターネットに関してはマ、ソキントツ

シュ、ウインドウズ95等パソコンに組み込

まれたものもあるがソフト．ハードともに

お金のかかるシステムである。各都市の医

師会もまだ暗中捜索中であリ、やっている

郡市もいくつかあるが全然手がつけられて

いない地区も多い、インターネソトを立ち

上げている郡市でも会員全員が手をつけて

いるという訳ではなく、興味をもっ人が5

人～10人位て・やっている程度であり内容と

しては地区の医師会のホームページをつく

ったり、検査センターのデータをオンライ

ンにしていくAM Sのネットワーク（イン

ターネ、ソトではない）を作っている地区も

ある。これらのインターネットに取リ組も

うかという地区からの要望の第一は県の医

師会がインターネットのインフラを本当に

つくろうとしているのかどうかという疑問

である。つまり県医がインターネットをと

り入れて、そして各都市がそれを活用出来

るような基盤作りをするというきちんとし

た姿勢を示してくれないとこまるという願

いである。ぞれとその活用の仕方であるが、

たとえば救急情報とか医療情報を流したり

してもそれをどういう方向にもっていけば

いいのか、更に災害がおこった時のための

ネットワークとか救急のためのネットワー

クがあるか、またどう整備するのか、これ

らの基盤の整備と太いインフラをいかにし

て作り上げていくかが今後の問題である。

さらに行政の有する情報基盤を活用さして

もらえないかという要望もあった。その基

謹にのっかつてやればコストダウンにもつ

ながるし、よりスムースに会員に浸透して

いくのではあるまいかということで、これ

怯以前FA X通信による急救情報システム

を完備するためにFA Xの電話回線をひく

というインフラも行政にやってもらって、

パアッと急速に拡がったという実績がある。
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だからインターネットの場合もそのような

行政の後押しがあれば一挙に誌がるのでは

という考え方であるが、すんなり県とか自

治体がそれだけ出すか疑問であるがお願い

してみる価値はありそうである。

〈救急医療情報システム〉

従来の救急医療のオンラインを使わなく

とも一次、二次、三次を含めた救急医療は

現在のところ伺の支障もきたさないようで

ある。利用するといっても空床を知る位の

ことで、ほとんどの病医院では急救患者を

搬送したりする時は予め電話連絡をとるの

で、このシステムは都会では活用されるか

もしれないが山口県ではなじまないという

か利用度が低いようである。また端末機を

どういう医療機関にどのように設置するか

も問題であり今後このシステムは見直され

るべきであろう。

〈花粉情報システムについて〉

1996 

現在山口県下には東部に10地区、西部に

5地区、北部に4地区の花粉飛散測定機関

があり花粉の飛ぶ時期にはこれらの定点よ

りの情報が集められ県民にその飛散状況を

一早く知らせるように努めているが今後共

測定点をふやして県内を網羅したい、そし

て県民に役に立つようにしたい意向である。

しかし飛散状況を克明に報告するだけに終

始していてよいか、予防策はとれないか、

今後の課題である。

〈最後に〉

ともかく最近の社会は医療界も含めて情

報量が多すぎるということである、情報が

氾濫している中にあって、心要な情報を必

要な時にすぐにとり出せるということが一

番文事な事ではないだろうか。特に急救時

や災害時の緊急時にも威力を発輝するシス

テム作りが望まれるところである。

一…一一一.................一 一令叩剛一一

「光市健康づくり推進協議会」の報告

平成8年8月8日休） 13: 30～14: 30 

於光市役所第5会議室

光市健康づくり推進協議会は、光市民に

密着した健康づくりに関する施策を体系的、

総合的に審義企画する目的で市長が委嘱し

た協議会で委員は市議会議員、関係行政機

関の軍要員、学識経験者からなる14名で構成

され任期は2年で、会長は光丙医師会長（

近接龍一J が選出された。

当協議会の庶務は光市福祉保健部保健セン

ターで処理される。

住民保健担当松村寿太郎

光市長の挨拶似麦、近藤会長の議長により

議事進行された。

く1＞光市健康づくりの平成7年度の

事業報告：

(1)基本健鹿診査、各種ガン検診（胃，子宮，

乳，肺，大腸、の受診状況の報告があり、基

本康診査受彦者数5157人、内要医療2564人

要指導1958人・異常なし635人。ガン検診

の受診者数及びガン発見者数は各々胃ガン

1538人受診－2人ガン 、子宮ガン（21

05人一3人J、乳ガン 1854人－ 1人）、肺ガ

7 
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ン （2205人－4人）、大腸ガン （16?2人－8

人）であった。

その他歯税検診状況、各種予防接種実地状

況等の報告がなされた。

(2)Q-1 5 ？感染症に関する相談窓口を保

健センターに設置した旨報告あり、又保健

所から、山口県内で8名の0-15？感染

者が確認 （8月8日時点）、徳山保健所で8

月5日から検便を開始し、1日約 300名の

検査が続いているとの報告があった。

く2）光市健康づくりの

平成8年度事業計画について：

(1)老人保健事業について

a）基本健康診をはじめとした各種ガン

検診の受診率の向上に努める。

b）保健センターや各公民館で行なう健

蔵教育、健康相談等の充実強化を図る。

理学療法士の積極的な活用による機能訓

練の充実に努める。

c）在宅寝たきり老人等に対し、在宅福

祉サービスとの連携のもとに積極的に訪

問指導を行い、 在宅支援対策の拡充を図

る。

(2）母子保健対策事業について

a）人口定住対策の一施策として、母と

子にやさしいまちづくりを行なうために

母乳育兜の推進、子育てに対する地域ぐ

るみの支援体制の確立、子育ての輪づく

り運動を行なう。

(3）母子保健計画の策定

平成9年度から母子保健事業が県から権

限委譲されることに伴い、光市として現

在の母子保健サービスの水準が低下する

ことのないよう、今後の望ましい方向性

等、効果的な施策を推進するために、計

1996 

画を8年度中に策定する。

(4）光市老人保健福祉計画

平成6年度から開始しており、平成11年

度を目標年度に継続していく。

計画策定の基本方針として、地域におけ

る総合的ケアシステムの確立・在宅ケア

の推進・利用しやすい保健福祉サービス

及び医療との連携・寝たきり老人、痴呆

性老人対策の推進 ・生きがいづくりと社

会参加の促進等をあげ、将来必要となる

保健福祉サービス量の確保とサービスの

提供体制の確立を計る。

4、... 、．酬”””・m・‘“‘’‘・ーー・・幽・・ー ・》‘’、品”・刷・ー・ー

定例理事会

8月定例理事会

日時： 8月7日（羽午後7時30分～

場所：医師会事務局

出席者：近藤、前田、藤原、梅田、光武

松村、赤崎、河村、吉村

議題

1 ）学校保健担当理事協議会の報告

（前回劃会長）

2）住民保健担当理事協議会の報告

（松村理事）

3）救急医療担当理事協議会の報告

（梅田理事）

4）休日診療所について （梅田理事）

他都市医師会長に休日診療所のアンケー

ト （設備面・スタッフ等）調査依頼の検

討及び、アンケー トの内容の検討

5 ）市え提出予定の休日診療所開設の要望

書案の検討 （近藤会長）

6 ）災害時の救護活動に関する協定書の件

（近藤会長）
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協定書案を了承

7）防災体験ツアーの件

8）その他

② r1J＼さな親切運動Jに寄惜の件

＠胃癌集検を光市医師会がどのように対

応するかの検討

（梅田理事）

§Jr護保険の資料の件

e従業員と親睦旅行の件

6勉強会等のレンゲンフィルムのコピー

の件

3改正された光市医師会規則集を印刷す

る。

一 一，，＿一 一－・．．．山 崎.... .…·－ ~ ·…．” 一 ”....；.・・白一

新入会員紹介

.........・‘・
女氷 徹

梅田病院小児科

合
一ト

竹中美恵

梅田病院産婦人科

出身地山口県山口市 ｜ ｜出身地愛媛県八幡浜市

出身校 鹿児島大学医学部 ｜ ｜出身校 愛媛大学医学部

初めまして、平成8年6月から梅田病院 初めまして、竹中美恵です。

小児科に勤務することになりました安永と 出身は、四国の愛媛大学伺属病院です。実

いいます。平成3年に山口大学医学部小児 家は、同じく愛媛の八幡浜市で、 18歳まで

科学教室に入局しまして、小野白市立病院、 ずっと暮らしました。ミカンとハマチのお

国立小児病院の研究センター（内分泌研究 いしい町です。トロール漁業の町です。

室）を経てこちらに来ました。この2年間 年齢は、昭和何年11月198生まれの25歳で

は専門分野のことしか勉強していませんで す。

したので、頭のリハビリの最中であります。 趣味は、ファミコンとスキーです。学生時

山口県の東部にて生活するのは初めてなの

で、幾分右も左もわからないことばかりで

すが、光市は海水浴場も近くにあり、明る

い町のようです。東京にいた頃のように仕

事が終ったらすぐ、渋谷や新宿に出かける

という訳にはいきませんが、徐々に慣れて

代は、軟式テニスとバレーポーjレをやって

いました。

※バレーボールの同好会があればぜひ教え

て下さい。ポジションはセνターでした。

家族構成は、父と祖母が先年亡くなり、母

と妹の3人家族です。妹が8月から、石丸

9 
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いこうと患います。これからよろしくお願

い致します。

（安 永 問 問稿は梅田病臥

二ユースより転載したものです。ノ

1996 

薬局でお世話になります。姉妹ともどうか

よろしくお願いします。

光市の印象は、広々とした、海や松林が美

しい町だと思いました。今までずっと四国

にいたので、本州の吏通の便利さに喜んで

います。しばらく、東西南北あちこちへ、

ドライブしようと計画中です。遠出したい

と思っておられる方、ぜひ御一緒に。

，、《d、v ・・・・0・．．．．．．＂＂刷、..・・・・”．．．．，、，、‘ ・蜘・・・....・・w‘’、 ”・”・・”山 ＂＂＂＇、《． 叫．．州側”＂＇倫，、

｜ 勉強会 ｜ 
心電図研究会 （第98回）

光市 ・下松医師会合同

日時 ：8月9日（創午後7時30分～

場所 ：光商工会館

講師：河野隆任先生

症例 ：3例

レントゲン勉強会
日時 ：8月6日ω 午後7時～

場所 ：医師会事務局

講師 ：岡本安定先生一徳山中央病院

岡本先生－赤崎先生の症例を岡本先生が

解説される。

11111あとがき 11111

日中はやや暑さも残っておりますが、朝

夕はめっきり涼しくなって参りました。や

はり被岸の頃になりますと、言い伝え通り

の気候になるようです。あるいは彼岸を向

えたので、実際の気温以上に秋を感じるの

かもしれません。

今年もまた、彼岸には「おはぎ」を持っ

て墓参りに行きました。彼岸と「おはぎJ

の由来を調べてみましたが、立秋の頃に農

耕に使った道具に感謝の気持をこめてよく

洗って、ぞれがすむとお祝いに萩の餅を作

った、ぞれがいつのまにか、今のように彼

岸に使われるようになったと本でみかけま

した。

会報の7月号と 8月号を藤原先生に作っ

ていただきました。有難うございました。
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